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一
の
1
、
2
及
び
4
に
つ
い
て 

ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
が
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
に
規
定
す
る
医
療
用
具
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

厚
生
省
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
に
つ
い
て
同
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
の
規
定
に

基
づ
く
輸
入
の
承
認
を
行
う
に
当
た
り
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
一
年
三
月
二
十
六
日
内
閣
衆
質
一
四
五
第
九
号
）
の
一
か

ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
は
開
頭
手
術
等
に
よ
り
硬
膜
等
に
欠
損
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て

当
該
欠
損
部
位
の
補
て
ん
等
の
整
形
の
目
的
で
直
接
身
体
に
縫
合
す
る
等
の
方
法
で
用
い
ら
れ
る
医
療
用
品
と
し
て
同
法
第

二
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
定
義
さ
れ
る
器
具
器
械
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
用
具
に
該

当
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
骨
接
合
板
、
骨
接
合
用
ね
じ
等
の
用
品
類
と
同
様
に
身
体
の
整
形
に
直
接
使
用
さ
れ
る
物
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
薬
事
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
用
具
の
う
ち
、
薬
事
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一 

 

号
）
別
表
第
一
医
療
用
品
の
項
第
四
号
の
整
形
用
品
に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
医
療
用
具
に
つ

い
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
、
人
工
物
又
は
手
術
等
に
お
け
る
一
時
的
、
補
助
的
用
具
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま 

衆
議
院
議
員
中
川
智
子
君
提
出
薬
害
ク
ロ
イ
ツ
フ
ェ
ル
ト
・
ヤ
コ
ブ
病
問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁 

書 

一 

 



 

一
の
3
に
つ
い
て 

ま
た
、
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
の
製
造
工
程
に
お
け
る
洗
浄
方
法
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
ラ
イ
オ
デ
ュ
ラ
」
に
係
る
薬
事
法

第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
基
づ
く
輸
入
の
承
認
の
際
の
承
認
事
項
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
「
ラ
イ
オ
デ
ュ
ラ
」
の
洗
浄
方
法
に
ア
ル
カ
リ
処
理
工
程
を
導
入
し
た
こ
と
は
、
同
条
第
六
項
の
輸
入
の
承
認
事
項
の 

御
指
摘
の
絆ば

ん

創
膏こ

う

に
つ
い
て
は
、
薬
事
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
物
を
医
薬

品
と
規
定
し
て
お
り
、
日
本
薬
局
方
（
平
成
八
年
三
月
十
三
日
厚
生
省
告
示
第
七
十
三
号
）
に
お
い
て
従
来
か
ら
の
沿
革
的

な
理
由
に
よ
り
絆
創
膏
の
性
状
及
び
品
質
の
規
格
を
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
規
格
に
適
合
す
る
も
の
は
同
法
に
い
う

医
薬
品
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

先
の
答
弁
書
の
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
薬
事
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
法
令
に
お
い
て
、
医
療
用
具

の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
の
発
生
に
関
す
る
報
告
義
務
が
課
さ
れ
た
の
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
で
あ

り
、
御
指
摘
の
昭
和
六
十
二
年
当
時
に
お
い
て
は
、
輸
入
販
売
業
者
が
米
国
食
品
医
薬
品
局
（
以
下
「
Ｆ
Ｄ
Ａ
」
と
い 

 
 

う
。
）
の
安
全
警
告
に
つ
い
て
報
告
を
行
う
義
務
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

た
ヒ
ト
組
織
を
素
材
と
す
る
も
の
が
除
外
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。 

二 

 



 

二
の
1
及
び
2
に
つ
い
て 

ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
に
つ
い
て
は
、
一
の
1
、
2
及
び
4
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
薬
事
法
の
医
療
用
具
に
該
当
す
る

も

の
で
あ
り
、
厚
生
省
に
お
い
て
は
、
同
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
医

療
用
具
と
し
て
の
有
効
性
、
安
全
性
等
に
つ
い
て
適
正
に
審
査
を
行
っ
た
上
で
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
輸
入
の
承

認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
御
指
摘
の
被
害
の
救
済
に
お
け
る
厚
生
省
の
責
任
の
有
無
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
現
在
、
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
の
移
植
に
よ
っ
て
ク
ロ
イ
ツ
フ
ェ
ル
ト
・
ヤ
コ
ブ
病
（
以
下
「
Ｃ
Ｊ
Ｄ
」
と
い
う
。
）
を
発
症 

 
 

 

し
た
と
主
張
す
る
患
者
、
遺
族
等
か
ら
国
、
輸
入
販
売
業
者
等
に
対
し
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
所
の
判
断
を
仰
ぐ
べ
き
問
題
と
考
え
て
い
る
。 

医
薬
品
に
つ
い
て
の
感
染
症
に
係
る
報
告
義
務
が
課
さ
れ
た
時
期
は
、
医
療
用
具
と
同
じ
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
で
あ

り
、
ま
た
輸
入
の
承
認
事
項
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
医
薬
品
と
医
療
用
具
の
間
で
取
扱
い
に
違
い
は
な
い
こ
と

か
ら
、
御
指
摘
の
よ
う
に
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
が
医
薬
品
で
あ
っ
た
場
合
で
も
報
告
義
務
等
に
つ
い
て
違
い
は
な
い
。 

一
部
変
更
を
行
う
べ
き
場
合
に
は
該
当
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
に
基
づ
く
救
済
制
度
（
以
下 

三 

 



 

二
の
3
及
び
4
に
つ
い
て 

副
作
用
被
害
救
済
制
度
は
、
二
の
1
及
び
2
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
健
康
被
害
を
救
済

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
血
液
製
剤
に
混
入
し
た
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
の
病
原
体
に
よ
る
健

康
被
害
の
救
済
は
副
作
用
被
害
救
済
制
度
の
対
象
で
は
な
い
。 

「
副
作
用
被
害
救
済
制
度
」
と
い
う
。
）
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
医
療
を
介
し
た
感
染
を
救
済
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も 

 
の
で
は
な
く
、
同
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
よ
う
に
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
健
康
被
害
を
救
済
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
同
法
の
医
薬
品
の
副
作
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
医
薬
品
に
よ
り
人
に
発
現
す
る

有
害
な
反
応
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
医
薬
品
に
混
入
し
た
ウ
イ
ル
ス
等
に
よ
る
健
康
被
害
は
医
薬
品
の
有
す
る
薬
理
作
用

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
同
項
の
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
健
康
被
害
に
は
該
当
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
仮 

 

に
、
御
指
摘
の
よ
う
に
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
が
医
薬
品
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
の
移
植
手
術
に
伴
う

Ｃ
Ｊ
Ｄ
感
染
に
つ
い
て
の
救
済
は
、
副
作
用
被
害
救
済
制
度
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。 

一
方
、
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
は
、
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
法
附
則

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
団
法
人
友
愛
福
祉
財
団
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
血
液
製
剤
に
混
入
し
た
後
天
性
免
疫 

四 

 



 

三
の
1
に
つ
い
て 

厚
生
省
に
お
い
て
は
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
等
の
米
国
政
府
に
関
す
る
種
々
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
厚
生
省
か
ら
出
向
し
て

い
る
者
が
勤
務
し
て
い
る
在
米
国
日
本
国
大
使
館
か
ら
の
情
報
も
含
む
様
々
な
方
法
に
よ
り
入
手
に
努
め
て
き
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
御
指
摘
の
昭
和
六
十
二
年
当
時
の
厚
生
省
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
に
厚
生
省
に
お
い
て
調
査
を
行
っ

た
が
、
厚
生
省
内
の
関
係
職
員
の
中
で
同
年
四
月
の
Ｆ
Ｄ
Ａ
安
全
警
告
等
の
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
と
Ｃ
Ｊ
Ｄ
と
の
関
係
に
関
す
る 

御
指
摘
の
被
害
者
の
救
済
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
、
本
答
弁
書
の
二
の
1
及
び
2
に
つ
い
て
等
で
繰
り
返
し
述
べ
て

い
る
と
お
り
、
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
の
移
植
に
よ
っ
て
Ｃ
Ｊ
Ｄ
を
発
症
し
た
と
主
張
す
る
患
者
等
に
対
す
る
国
家
賠
償
の
問
題
に

係
る
民
事
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
の
判
断
を
仰
ぐ
べ
き
問
題
と
考
え
て
い
る
。 

不
全
症
候
群
の
病
原
体
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
の
た
め
、
副
作
用
被
害
救
済
制
度
に
準
ず
る
給
付
の
事
業
を
行
っ
て
き
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
該
事
業
は
、
い
わ
ゆ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
以
前
の
段
階
か
ら
、
同
財
団
に
お
い
て
、

血
液
製
剤
の
輸
入
販
売
業
者
等
か
ら
、
そ
の
民
事
責
任
と
は
か
か
わ
り
な
く
血
液
製
剤
に
よ
る
エ
イ
ズ
患
者
等
の
救
済
の
た

め
の
共
同
の
拠
出
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
の
移
植
手
術
に
伴
う
Ｃ
Ｊ

Ｄ
患
者
を
当
該
救
済
事
業
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

五 

 



 

四
の
2
に
つ
い
て 

四
の
1
に
つ
い
て 

三
の
2
に
つ
い
て 

ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
の
輸
入
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
承
認
の
時
点
に
お
け
る
薬
事
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
省
に
お
い
て
、
そ
の
有
効
性
、
安
全
性
等
を
審
査
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ヒ

ト
乾
燥
硬
膜
の
輸
入
を
承
認
し
た
当
時
に
お
い
て
は
、
異
常
プ
リ
オ
ン
た
ん
ぱ
く
質
に
汚
染
さ
れ
た
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
に
よ
っ

て
Ｃ
Ｊ
Ｄ
が
伝
播ぱ

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
知
見
は
全
く
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

国
立
国
会
図
書
館
は
、
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
昭
和
三
十
一
年
九
月
五
日
付
け
書
簡
の
交
換
に
よ
る 

「
公
の
刊
行
物
の
交
換
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
取
極
」
に
基
づ
き
、
米
国
政
府
の
刊
行

物
を
受
領
す
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
厚
生
省
に
お
い
て
国
立
国
会
図
書
館
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
Ｆ
Ｄ
Ａ
安
全

警
告
は
入
手
し
て
い
な
い
と
回
答
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

情
報
に
つ
い
て
何
ら
か
の
認
識
を
有
し
て
い
た
者
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。 

厚
生
省
に
お
い
て
は
、
Ｂ
・
ブ
ラ
ウ
ン
社
の
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
処
理
工
程
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
四
月
か
ら 

六 

 



 

四
の
3
に
つ
い
て 

同
年
六
月
ま
で
の
間
に
「
ラ
イ
オ
デ
ュ
ラ
」
の
輸
入
販
売
業
者
で
あ
る
日
本
ビ
ー
・
エ
ス
・
エ
ス
株
式
会
社
に
対
し
て
、
厚

生
省
が
行
っ
た
調
査
の
際
に
同
社
か
ら
報
告
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
Ｂ
・
ブ
ラ
ウ
ン
社
に
お
け
る
「
ラ
イ
オ
デ
ュ
ラ
」
の

製
造
中
止
に
つ
い
て
は
、
同
社
が
ド
イ
ツ
国
内
で
「
ラ
イ
オ
デ
ュ
ラ
」
の
原
料
で
あ
る
硬
膜
の
確
保
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
「
ラ
イ
オ
デ
ュ
ラ
」
の
製
造
及
び
販
売
を
中
止
し
た
旨
の
報
告
を
、
平
成
八
年
七
月
に
日
本
ビ
ー
・
エ
ス
・
エ
ス
株 

 
 

式
会
社
か
ら
受
け
て
い
る
。
日
本
ビ
ー
・
エ
ス
・
エ
ス
株
式
会
社
の
「
ラ
イ
オ
デ
ュ
ラ
」
の
自
主
回
収
に
つ
い
て
は
、
同
社

が
Ｂ
・
ブ
ラ
ウ
ン
社
か
ら
原
料
と
な
る
硬
膜
の
提
供
者
が
製
品
に
記
載
さ
れ
て
い
る
提
供
者
の
登
録
番
号
か
ら
追
跡
で
き
な

い
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
平
成
三
年
七
月
か
ら
平
成
八
年
二
月
ま
で
の
間
に
輸
入
し
た
製
品
の
自
主
回
収
の

指
示
を
受
け
、
こ
れ
に
着
手
し
た
旨
の
報
告
を
、
平
成
八
年
六
月
に
日
本
ビ
ー
・
エ
ス
・
エ
ス
株
式
会
社
か
ら
受
け
て
い 

 
 

る
。 厚

生
省
に
お
い
て
は
、
平
成
八
年
七
月
に
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
の
輸
入
販
売
業
者
で
あ
る
日
本
ビ
ー
・
エ
ス
・
エ
ス
株
式
会
社

及
び
株
式
会
社
佐
多
商
会
の
両
社
か
ら
日
本
国
内
に
ア
ル
カ
リ
（
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
）
未
処
理
製
品
は
存
在
し
な
い
旨
の

報
告
を
受
け
て
い
る
。 

七 

 



 

五
の
2
に
つ
い
て 

五
の
1
に
つ
い
て 

厚
生
省
に
お
い
て
は
、
平
成
八
年
八
月
一
日
の
中
央
薬
事
審
議
会
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
部
会
に
お
い
て
、
資
料

と
し
て
提
出
さ
れ
た
米
国
疾
病
対
策
予
防
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
Ｃ
Ｄ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
に
よ
る
Ｃ
Ｊ 

 

Ｄ
の
第
一
症
例
等
に
係
る
報
告
及
び
Ｆ
Ｄ
Ａ
安
全
警
告
も
審
議
の
対
象
と
し
た
上
で
、
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
の
安
全
性
に
関
し
て

審
議
を
し
た
結
果
、
同
特
別
部
会
か
ら
、
現
在
は
、
「
ク
ロ
イ
ツ
フ
ェ
ル
ト
・
ヤ
コ
ブ
病
の
病
原
物
質
と
考
え
ら
れ
る
た
ん 

 

ぱ
く
質
の
一
種
で
あ
る
プ
リ
オ
ン
を
不
活
化
す
る
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
処
理
工
程
を
導
入
し
て
」
お
り
、
「
デ
ー
タ
、
プ
ロ 

 

セ
ス
及
び
両
社
か
ら
の
説
明
に
よ
る
限
り
、
現
在
適
用
さ
れ
て
い
る
安
全
対
策
に
よ
り
、
現
在
供
給
さ
れ
て
い
る
ヒ
ト
乾
燥 

お
尋
ね
の
世
界
保
健
機
関
（
以
下
「
Ｗ
Ｈ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
が
平
成
九
年
三
月
二
十
七
日
に
行
っ
た
勧
告
に
お
い
て
「
五 

 
 

十
例
以
上
」
と
し
た
際
の
症
例
数
の
国
別
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。
な
お
、
当
該
勧
告
に
先
立
っ
て
同
月

二
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
開
催
さ
れ
た
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
医
薬
品
等
に
関
す
る
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
専
門
家
会
合
に

日
本
か
ら
出
席
し
た
専
門
家
が
、
日
本
に
お
い
て
二
十
八
例
の
Ｃ
Ｊ
Ｄ
患
者
が
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
の
移
植
を
受
け
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
旨
の
報
告
を
行
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。 

八 

 



 

五
の
3
に
つ
い
て 

六
及
び
七
の
4
に
つ
い
て 

硬
膜
は
、
臨
床
的
に
は
安
全
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の
評
価
を
得
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
厚
生
省
に
お
い

て
は
、
平
成
九
年
三
月
二
十
七
日
に
保
健
衛
生
分
野
の
国
連
専
門
機
関
た
る
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
「
ヒ
ト
硬
膜
の
移
植
例
か
ら
五
十
例

以
上
の
ク
ロ
イ
ツ
フ
ェ
ル
ト
・
ヤ
コ
ブ
病
が
発
症
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
今
後
ヒ
ト
硬
膜
を
使
用
し
な
い
こ
と
」
と

の
勧
告
を
行
っ
た
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
て
、
直
ち
に
同
月
二
十
八
日
付
け
で
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
の
輸
入
販
売
業
者
に
対
し
、

薬
事
法
第
六
十
九
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
の
販
売
の
一
時
停
止
、
回
収
及
び
納
入
医
療
機
関
に
対
し
て

直
ち
に
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
の
使
用
を
停
止
す
べ
き
旨
の
連
絡
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
緊
急
命
令
を
発
し
た
と
こ
ろ
で
あ 

る
。 合

成
樹
脂
製
の
人
工
硬
膜
で
あ
る
「
ゴ
ア
テ
ッ
ク
ス
」
が
脳
外
科
手
術
用
と
し
て
薬
事
法
に
基
づ
く
医
療
用
具
の
輸
入
の

承
認
を
受
け
た
の
は
、
平
成
五
年
九
月
二
十
八
日
で
あ
る
。
ま
た
、
自
己
の
大
腿
筋
膜
を
剥
離
し
硬
膜
の
欠
損
部
位
に
補
て

ん
す
る
脳
外
科
手
術
は
、
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
の
薬
事
法
に
基
づ
く
医
療
用
具
の
輸
入
の
承
認
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
承
知

し
て
い
る
。 

九 

 



 

七
の
1
か
ら
3
ま
で
に
つ
い
て 

な
お
、
Ｆ
Ｄ
Ａ
安
全
警
告
及
び
カ
ナ
ダ
保
健
福
祉
省
の
警
告
は
、
す
べ
て
の
「
ラ
イ
オ
デ
ュ
ラ
」
又
は
す
べ
て
の
ヒ
ト
乾

燥
硬
膜
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
ラ
イ
オ
デ
ュ
ラ
」
に
関
す
る
特
定
の
ロ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
み
廃
棄
、
不
使
用
等
を
医 

 

療
機
関
に
対
し
勧
告
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
米
国
に
お
い
て
は
、
現
在
も
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
承
知

し
て
い
る
。 

現
在
、
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
の
移
植
に
よ
っ
て
Ｃ
Ｊ
Ｄ
を
発
症
し
た
と
主
張
す
る
患
者
、
遺
族
等
か
ら
国
、
輸
入
販
売
業
者
等

に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
が
東
京
地
方
裁
判
所
及
び
大
津
地
方
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
の
移
植
手
術
が
平
成
元
年
に
行
わ
れ
た
と
す
る
事
例
に
係
る
訴
訟
に
お
い
て
、
被
告
で
あ
る
国
は
、
世
界
で

一
例
し
か
報
告
さ
れ
て
い
な
い
等
の
当
時
の
医
学
的
及
び
薬
学
的
な
知
見
で
は
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
と
Ｃ
Ｊ
Ｄ
発
症
と
の
関
連
を

予
見
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
旨
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
御
指
摘
の
ヒ
ト
乾
燥
硬
膜
を
介
し
た
Ｃ
Ｊ

Ｄ
伝
播
の
危
険
性
に
係
る
予
見
可
能
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
所
に
よ
り
判
断
が
示
さ
れ
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。 

お
尋
ね
の
ガ
イ
ジ
ュ
セ
ク
ら
が
発
表
し
た
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
・
オ
ブ
・
メ
デ
ィ 

一
〇 

 



 

八
に
つ
い
て 

お
尋
ね
の
「
ラ
イ
オ
デ
ュ
ラ
」
に
係
る
昭
和
五
十
四
年
の
承
認
事
項
の
一
部
変
更
は
、
寸
法
の
異
な
る
製
品
を
追
加
す
る

こ
と
に
伴
い
、
承
認
事
項
の
う
ち
構
造
に
つ
い
て
一
部
変
更
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
昭
和
六
十
二
年
の
一
部
変
更
は
、
寸 

お
尋
ね
の
米
国
神
経
学
会
ヘ
ル
ス
ケ
ア
問
題
委
員
会
の
「
Ｃ
Ｊ
Ｄ
及
び
そ
の
疑
い
の
あ
る
患
者
の
組
織
、
体
液
そ
の
他
の

汚
染
物
質
の
取
扱
い
に
関
す
る
注
意
事
項
」
が
掲
載
さ
れ
た
千
九
百
八
十
六
年
一
月
発
行
の
ア
ナ
ル
ズ
・
オ
ブ
．
ニ
ュ
ー
ロ

ロ
ジ
ー
誌
に
つ
い
て
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
及
び
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
で
は
所
蔵
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
現
時

点
に
お
い
て
、
厚
生
省
の
関
係
す
る
内
部
部
局
及
び
両
研
究
所
に
お
い
て
、
同
誌
を
定
期
的
に
購
入
し
て
い
な
い
こ
と
か 

 

ら
、
こ
れ
ら
の
部
局
及
び
研
究
所
に
お
い
て
は
千
九
百
八
十
六
年
当
時
も
同
誌
を
入
手
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

ス
ン
（
以
下
「
Ｎ
Ｅ
Ｊ
Ｍ
」
と
い
う
。
）
の
千
九
百
七
十
七
年
十
二
月
八
日
号
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
国
立
予
防
衛
生
研
究 

 
 

所
（
現
在
の
国
立
感
染
症
研
究
所
）
及
び
当
時
の
国
立
衛
生
試
験
所
（
現
在
の
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
）
に
お
い
て

昭
和
五
十
三
年
一
月
に
入
手
し
て
い
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
ポ
ー
ル
・
ブ
ラ
ウ
ン
や
ガ
イ
ジ
ュ
セ
ク
ら
が
発
表
し
た
論
文
が

掲
載
さ
れ
た
Ｎ
Ｅ
Ｊ
Ｍ
の
千
九
百
八
十
二
年
五
月
二
十
七
日
号
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
所
に
お
い
て
昭
和
五
十
七
年

六
月
に
入
手
し
て
い
る
。 

一
一 

 



 

九
の
1
及
び
3
に
つ
い
て 

法
及
び
形
状
の
異
な
る
製
品
を
追
加
し
た
こ
と
及
び
開
封
後
生
理
食
塩
液
に
浸
せ
き
せ
ず
に
直
ち
に
使
用
で
き
る
軟
質
の
製

品
を
追
加
し
た
こ
と
に
伴
い
、
承
認
事
項
の
う
ち
構
造
、
成
分
、
分
量
及
び
使
用
方
法
に
つ
い
て
一
部
変
更
を
行
っ
た
も
の

で
あ
る
。 

御
指
摘
の
当
時
の
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
（
以
下
「
旧
予
研
」
と
い
う
。
）
の
任
務
は
、
当
時
の
厚
生
省
組
織
令
（
昭
和 

 
 

二
十
七
年
政
令
第
三
百
八
十
八
号
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
法
令
に
お
い
て
、
感
染
症
そ
の
他
の
特
定
疾
病
及
び
食
品
衛
生
に

関
し
て
、
病
原
及
び
病
因
の
検
索
並
び
に
予
防
治
療
方
法
の
研
究
及
び
講
習
を
行
う
こ
と
、
予
防
衛
生
に
関
す
る
試
験
研
究

の
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
等
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
所
長
が
厚
生
大

臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
所
務
を
掌
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。 

ま
た
、
昭
和
六
十
二
年
の
一
部
変
更
に
際
し
提
出
さ
れ
た
も
の
は
、
製
品
の
名
称
、
形
状
・
構
造
及
び
寸
法
、
原
材
料
又

は
成
分
及
び
分
量
、
操
作
方
法
又
は
使
用
方
法
、
製
造
方
法
、
規
格
及
び
試
験
方
法
等
を
記
載
し
た
医
療
用
具
輸
入
承
認
一

部
変
更
承
認
申
請
書
並
び
に
添
付
資
料
で
あ
る
軟
質
の
製
品
に
係
る
規
格
に
対
す
る
適
合
性
に
関
す
る
試
験
成
績
書
で
あ 

る
。 

一
二 

 



 

 

一
三 

九
の
2
に
つ
い
て 

Ｃ
Ｊ
Ｄ
の
第
一
症
例
報
告
が
「
病
原
微
生
物
検
出
情
報
」
誌
に
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
の

七
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
旧
予
研
に
お
い
て
は
、
同
誌
の
平
成
元
年
四
月
号
に
お
い
て
、
ヒ
ト
乾

燥
硬
膜
に
よ
る
Ｃ
Ｊ
Ｄ
感
染
の
第
二
症
例
報
告
等
に
係
る
Ｃ
Ｄ
Ｃ
の
週
報
（
Ｍ
Ｍ
Ｗ
Ｒ
）
の
記
事
の
要
約
を
掲
載
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
平
成
九
年
四
月
に
は
、
旧
予
研
を
国
立
感
染
症
研
究
所
に
改
組
し
、
同
研
究
所
に
感
染
症
そ
の
他
の
特
定
疾
病
に

関
す
る
情
報
の
収
集
、
分
析
及
び
提
供
等
を
つ
か
さ
ど
る
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

九
の
4
に
つ
い
て 

厚
生
省
に
御
指
摘
の
よ
う
な
責
任
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
二
の
1
及
び
2
に
つ
い
て
で
述
べ
た
現
在
係
属
中
の
訴

訟
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
判
断
を
仰
ぐ
べ
き
問
題
と
考
え
て
い
る
。 


